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「第９期三郷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）」に対する 

パブリック・コメント手続の結果の公表について 

 

（１）政策等の題名     第９期三郷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案） 

（２）政策等の案の公表の日 令和 5 年 12 月 26 日（火） 

意見の募集期間    令和 5 年 12 月 26 日（火）～令和６年 1 月 30 日（火） 

（３）意見の提出状況 

提出人数       市内に住所を有するかた 7 者 

市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 1 者 

提出意見       17 件 

（４）意見等の概要と市の考え方 

No. 該当箇所（頁、段落など） 意見等の概要 市の考え 

1-1 114 ページ 

第 5 章 介護保険事業の取組 

６  第１号被保険者の保険料設

定 

介護保険料の引き上げはしないで下さい。 

 

第１号被保険者（６５歳以上の方）の介護保険料は、計画期間の３

年間における第１号被保険者数や要支援・要介護認定者数を推計

し、介護サービス等に必要な費用を見込み、介護保険料を算定いた

します。（介護保険法１２９条３項） 

介護にかかる費用は今後も増加が予想されるところですが、必

要なサービス量を適正に見込み、基金の活用も図りながら保険料

の抑制に努めてまいります。 

1-2 117 ページ 

第 5 章 介護保険事業の取組 

７ 介護保険事業の円滑な提供 

介護職、介護支援専門員の人材確保、処遇改

善のための具体的施策をお願いします。 

 

介護人材確保につきましては、国県等と連携し取り組んでおりま

すが、市独自の取り組みにつきましても、地域の実情を踏まえた効

果的な施策を検討のうえ実施してまいります。 
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No. 該当箇所（頁、段落など） 意見等の概要 市の考え 

1-3 117 ページ 

第 5 章 介護保険事業の取組 

７ 介護保険事業の円滑な提供 

事業計画を実施するために必要な介護従事

者数を明示して下さい。 

 

第 9 期においては、新たに２か所の小規模多機能型居宅介護又は

看護小規模多機能型居宅介護の整備を予定しており、開設にあた

り人員基準を満たす必要がありますが、計画の達成に努めてまい

ります。 

1-4 116 ページ 

第 5 章 介護保険事業の取組 

６  第１号被保険者の保険料設

定 

第９期計画における第１号被保

険者の介護保険料 

段階別の年間保険料が明示されていません。

他市では明示しているところもあります。全

くの白紙では検討のしようがありません。 

納付すべき金銭について定める条例等の改正についてはパブリッ

クコメントの対象外とされており、介護保険料の具体的改正内容

については市議会において審議されるため、算出の方法・過程につ

いてお示ししております。 

2 114 ページ 

第 5 章 介護保険事業の取組 

６  第１号被保険者の保険料設

定 

零細企業のため厳しいので介護保険料を引

き上げはしないで下さい。 

（同趣旨のご質問に対する回答をご覧ください。） 

3 114 ページ 

第 5 章 介護保険事業の取組 

６  第１号被保険者の保険料設

定 

介護保険料を引き上げないで下さい。（高齢

者のため） 

（同趣旨のご質問に対する回答をご覧ください。） 
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No. 該当箇所（頁、段落など） 意見等の概要 市の考え 

4 第 5 章 介護保険事業の取組 私はいつ介護してもらう立場になるか、そん

な年代になりました。90 年代、介護保険法の

成立により、“介護の社会化”へ大きな一歩を

ふみ出しました。それまでは“介護は家族の

責任、自助努力”でした。しかし今、介護保険

の改悪が大きな問題となっています。 

①利用料 2 割～3 割やケアプランの有料化と

いう話もあり、これでは介護保険の「黒の歴

史」となってしまうのではないでしょうか。 

②介護ワーカーの労働条件です。介護職だけ

で 220 万人働いているそうです。しかし、介

護労働者の平均給与は全産業平均比で月額 6

～7 万円低く、これでは「介護の再家族化」

になってしまいます。三郷でもできること

や、国への要望等も考えて下さい。 

①いずれの改正も今回は見送りとなりましたが、引き続き国の制

度改正の動向を注視してまいります。 

②この度の介護報酬改定では、+1.59％の改定率となりました。介

護職員の確保・定着にどの程度つながるか、状況を見守ってまいり

ます。 

5-1 114 ページ 

第 5 章 介護保険事業の取組 

６ 第１号被保険者の保険料設

定 

年金生活者です。これ以上介護保険料が上が

ると生活ができません。今まで高い介護保険

料を払ってきました。でも本当に自分自身が

介護保険を使えるのか不安になります。 

介護保険は高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとされてお

り、制度を安定的に持続させるため、市としても努力を続けてまい

ります。 



4 

 

No. 該当箇所（頁、段落など） 意見等の概要 市の考え 

5-2 117 ページ 

第 5 章 介護保険事業の取組 

７ 介護保険事業の円滑な提供 

介護の現場で働いている方のお話を聴くと

若い女性の方で一人で夜勤をされるなど人

手不足です。人をケアする仕事をする方を増

やしてください。また生活していける給与に

してください。若い方が希望を持って働ける

職場にしてください。 

この度の介護報酬改定では、+1.59％の改定率となっています。給

与水準の動向を注視するとともに、介護職の魅力の発信や働きや

すい職場づくりについて、国県等と連携し取り組みをすすめてま

いります。 

6-1 第 5 章 介護保険事業の取組 介護保険料を引き上げないで下さい。介護

職・支援員の給料を上げて下さい。介護学生

（市内在住）のための奨学金制度を創設して

下さい。 

介護学生向け奨学金の創設については、国や他自治体の動向を注

視してまいります。（その他につきましては同趣旨のご質問に対す

る回答をご覧ください。） 

 

6-2 第４章 高齢者施策の取組 介護保険でも受診支援が出来るようにして

下さい（民間サポートに頼むと高額な料金を

徴収されます）。 

介護保険サービスにおける病院の受診支援については、ケアプラ

ン上、必要と認められた場合において、訪問介護サービスの一連の

サービス行為の中で身体介護として通院・外出介助の利用ができ

ます。受診支援を含む多様な生活支援のニーズに対しましては、79

ページ「基本目標 2 における数値目標の設定」に基づき、多様な

主体が参画し、多様なサービスが充実するよう介護予防・生活支援

サービス事業の取組を進めてまいります。 
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No. 該当箇所（頁、段落など） 意見等の概要 市の考え 

7 114 ページ 

第５章 介護保険事業の取組 

介護保険料の引き上げはしないで下さい。私

は年金生活者です。今年度、来年度年金はわ

ずかに引上られるようですが、しかしこの物

価高の中では実質引下げです。貯金をとりく

ずして生活しています。来年度介護保険料が

上がり天引きされれば年金の手どり額はへ

ります。医療の窓口負担も２倍となって困っ

ています。ぜひ、公費の特別投入や高額所得

者の負担が可能か検討され引き上げはしな

いで下さい。 

保険料負担の在り方に関しましては、低所得者の保険料上昇の抑

制及び、負担能力に応じた負担を強化する方針が国から示されて

おり、これを踏まえ保険料の設定を検討してまいります。 
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No. 該当箇所（頁、段落など） 意見等の概要 市の考え 

8-1 56 ページ 

第 2 章 高齢者を取り巻く状況 

3 調査結果や施策の実績を踏

まえた課題 

認知症の早期発見・早期対応と

本人・家族に対する支援の充実 

76 ページ 

第 4 章 高齢者施策の取組 

基本目標 2 地域で支え合える

体制の構築 

③日常生活支援の充実と生活基

盤の強化 

4.介護者（ケアラー）支援のため

の取組 

若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機

能障害、失語症となり介護保険サービスの利

用が優先されるようになった第 2号被保険者

の方に対して、介護保険サービスでの支援と

共に、併用できる障害福祉サービスや障害年

金制度につなげていく多機関・多職種連携に

よる相談支援体制の構築を計画に記して下

さい。 

76 ページ「包括的な支援体制の充実」における多様な関係機関と

の連携の取組に含まれるものと認識しております。 

8-2 118 ページ 

第 5 章 介護保険事業の取組 

7 介護保険事業の円滑な提供 

（3）地域包括ケアシステムを支

える介護人材確保及び介護現場

の生産性の向上 

⑤介護従事者の資質向上のため

の研修の実施等による人材育成

支援 

若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機

能障害、失語症となった方への支援につい

て、研修のテーマとして取り上げていって下

さい。 

令和 5 年度は認知症総合施策事業として、市民向けに若年性認知

症をテーマとした講演会を開催し、多数の医療・介護の従事者等の

参加がありました。 

三郷市在宅医療介護連携推進事業において、多職種を対象にした

研修会の企画運営を、医師会をはじめとした関係機関と取り組ん

でおりますので、今後、研修テーマとして検討してまいります。 
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No. 該当箇所（頁、段落など） 意見等の概要 市の考え 

8-3 77 ページ 

第 4 章 高齢者施策の取組 

基本目標 2 地域で支え合える

体制の構築 

④地域包括支援センターの体制

の強化 

若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機

能障害、失語症となり介護保険サービスの利

用が優先される第 2号被保険者の方への支援

で、地域包括支援センターが、福祉分野と連

携して、相談支援ができる体制を整備してい

くことを計画に記して下さい。 

77 ページ「多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築」

の取組に含まれるものと認識しております。 

8-4 78 ページ 

第 4 章 高齢者施策の取組 

基本目標 2 地域で支え合える

体制の構築 

⑤在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護の連携だけでなく、障害福祉との

連携についても計画に記し、さらに、若年性

認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害、

失語症となった第 2 号被保険者の方が、障害

福祉サービスにもつながるようなケアパス

の整備についても記して下さい。 

医療と介護の連携おいては、障がい福祉との連携も含め、多様な関

係者・関係機関との連携のもと、包括的に支援する体制づくりに取

り組んでおり、「基本目標 2 地域で支え合える体制の構築」を目

指しております。 

ケアパスについては、「認知症あんしんガイドブック」において認

知症ケアパスを掲載しており、今後、障がい福祉サービスに関する

情報も含めた改編について検討してまいります。 

8-5 118 ページ 

第 5 章 介護保険事業の取組 

7 介護保険事業の円滑な提供 

（5）介護給付費の適正化 

①要介護認定の適正化 

審査会委員及び認定調査員への研修支援の

際も含め、若年性認知症や高次脳機能障害、

失語症の特性を理解したうえでの対応がで

きるようご配慮下さい。 

介護認定審査会委員を対象とした研修会は県により定期的に開催

されております。また、本市におきましても市調査員及び認定調査

委託先の調査員を対象とした研修会を定期的に開催しておりま

す。頂いたご意見を今後の研修内容の参考とさせていただき、引き

続き適正な要介護認定に努めてまいります。 

 


